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三沢市南山テニスコートの指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲等は、この基準書の定めるとこ

ろによります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、三沢市南山テニスコート、三沢市南山屋外運動場及び三沢市民運動広場募集要項に定める

Ⅲ（管理運営の条件）の１（管理方針）のほか、次に掲げる管理の基準を遵守して施設の運営を行うこととし

ます。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ２ 使用期間 

   施設の使用期間は、４月上旬から１１月下旬までとする（三沢市南山テニスコート管理規則（平成２８年

三沢市規則第２３号。以下「規則」という。）第２条の規定による。）。 

 

 ３ 開設時間 

   午前９時から午後９時まで、ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「祝日」という。）の場合は、午前９時から午後５時までとする（規則第４条の規定

による。）。なお、規則第１０条（指定管理者に管理を行わせた場合の休業日及び開設時間）の規定により、

市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ４ 休業日 

   毎月第１火曜日及び第３火曜日とし、当該日が祝日の場合は、その翌日とする。（規則第３条の規定によ

る。）。なお、規則第１０条（指定管理者に管理を行わせた場合の休業日及び開設時間）の規定により、市長

の承認を受けて変更ができます。 

 

 ５ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市南山多目的ふれあい広場条例（平成５年三沢市条例第１８号。以下「条例」とい

う。）別表第２に定める額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 

 

 ６ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、市条例、施行規則等に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。また、

利用者からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ７ 施設の使用（利用、入館）等 

   使用の許可及び使用の許可にあたって条件を付する場合は、条例第５条の規定に従うこと。 

 

 ８ 施設の使用制限 
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   条例第４条の規定に従うこと。 

 

 ９ 施設の使用条件の変更 

   使用条件を変更し、又はその使用の停止若しくは使用の許可を取り消す場合は、条例第６条の規定に従

うこと。 

 

 １０ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

 非常勤 ２人（８カ月） 

 パート ２人（月８０時間（８カ月）） 

《現行の人員配置》 

 非常勤 ２人（８カ月） 

 パート １人（８カ月） 

 

 １１ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 情報公開について 

   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １３ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １４ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 
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災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に

ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 

 

 １５ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

   三沢市南山多目的ふれあい広場条例（平成５年三沢市条例第１８号） 

   三沢市南山テニスコート管理規則（平成２８年三沢市規則第２３号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則

第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、専門的知識又は

経験を必要とし、かつ、自らが行う事が困難な一部の業務については、委託することができます。 

 （１）規則第９条に規定する業務（事業）の実施 

   ア 三沢市南山テニスコートの運営に関する業務（実施方法の詳細は施設運営業務一覧表（別紙２）のと

おり） 

   イ 三沢市南山テニスコートの管理に関する業務（実施方法の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のと

おり） 

 （２）施設の使用許可に関する業務 

   施設使用者に対する案内、使用の受付、使用の許可・不許可、使用調整等に関すること（実施方法の詳細

は施設使用許可に関する業務一覧表（別紙３）のとおり）。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

   指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとおり）。 

    ① 清掃業務 

    ② 機械警備業務 

    ③ 消防設備保守点検業務 

    ④ 自動ドア保守点検業務 

 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて  
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   ① 施設、設備の修繕について 

    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（１０万円）

の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり５万円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うものと

し、５万円を超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件５万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるもの

とします。 

    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は備品一覧表（別紙５）に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 （５）その他必要と認める業務等 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

   ② 自動販売機の取り扱いについて 

     施設利用者の利便性向上を図るため、必要な自動販売機を設置してください。 

なお、設置に係る行政財産使用料（電気使用料含む）は管理経費に含まれています。 

自動販売機設置業者が行政財産使用料（電気代含む）を負担する場合は、指定管理者の収入となるた 

め、利用料金等収入として報告してください。 

      自動販売機の設置に要する費用は、設置業者もしくは指定管理者の負担とします。 

 

 ２ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 
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    指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失

物法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取

扱責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったと

きは、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 

 

Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 

   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 個別面接 

   イ 回収箱 

   ウ 郵送 

   エ インターネット 

   オ その他 

 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 

 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利
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用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

    毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 

 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

    指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 

 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね責任分担表（別紙１）のとおりとします。 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（使用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利用

促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生管

理、光熱水費支出等） 

○  

災害時等対応《注１》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 
指定修繕料：１００千円以内 ○  

指定修繕料：１００千円超過  ○ 

施設の整備、改修工事《注２》 (承認を得て可） ○ 

備品 

新規購入 （任意） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注３》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告

する義務を負う。 

《注２》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施

しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 
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《注３》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、

指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表 

№ 業務名 項  目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 施設運営に関す

る業務 

総務業務 ・関係団体等との連絡調整 

・事業計画の作成 

・事業報告書の作成 

・館内の安全点検、巡視 

随時  

２ 施設運営に関す

る業務 

経理業務 ・出納管理 

・備品の管理 

随時  

３ 施設運営に関す

る業務 

窓口業務 ・問合せ対応 

・苦情対応 

随時  
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設使用許可に関する業務一覧表 

項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設使用に関する概略説明 

・ 予約状況管理 

・ 使用の予約受付（使用開始３ヶ月前から） 

 

随時  

使用許可 ・ 使用許可申請書の受理 

・ 使用の許可・不許可 

 

随時  

利用料金収受事務 ・ 納入通知書の発行 

・ 利用料金の受領、 

・ 領収書の発行 

・ 収受簿等の作成、記録、保管 

 

随時  

会議室等の開錠 ・ 使用を許可した会議室等の開錠 

 

随時  

会議室等の施錠 ・ 使用後の状況確認 

・ 使用後の施錠 

 

随時  

催事予定表の掲示 ・ 各室への当日の開催予定又は会議名等を掲示 

 

随時  
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（１）・（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和４年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 清掃業務 ２２５ ・日常清掃 

 

 

 

・特別清掃 

床清掃、木製品及び手すり雑巾

がけ、トイレ清掃、ごみ収集、

その他必要な清掃 

 

機械洗浄、ガラス清掃、照明機

器の清掃等 

１回以上／日 

 

 

 

１回以上／年 

 

作業日誌を作

成すること 

２ 機械警備業務 ３９６ 一般回線による機械警

備（無巡回方式） 

作動時間 

警備装置作動開始より警報装 

置作動解除時まで 

毎日  

３ 消防設備保守点検

業務 

１７ 消火器具 

誘導標識 

・機能点検 

 

・総合点検 

消防法及び関係法令等

で定められた回数 

関係法令に定

められた有資

格者を配置す

ること 

４ 自動ドア保守点検

業務 

１５ ＴＥＲＡＯＫＡ両引自

動ドア  １台 

・定期点検 ３回／年 関係法令等を

遵守すること 

 

  



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

3092 ネット 硬式テニスネット KT257ポリエチレン440T/60本 南山テニスコート 1コート
3093 ネット 硬式テニスネット KT257ポリエチレン440T/60本 南山テニスコート 2コート
4899 ネット 硬式テニスネット KT257ポリエチレン440T/60本 南山テニスコート
4900 ネット 硬式テニスネット KT257ポリエチレン440T/60本 南山テニスコート
5522 グランドベンチスチール背付 ⻑椅⼦ EKA719 エバニュー 南山テニスコート
5523 グランドベンチスチール背付 ⻑椅⼦ EKA719 エバニュー 南山テニスコート
5524 グランドベンチスチール背付 ⻑椅⼦ EKA719 エバニュー 南山テニスコート
6380 ネット 硬式テニスネット（全天候式） KT257 南山テニスコート
6422 ⻑椅⼦ グランドベンチアルミ背付（エバニュー）EKA659 南山テニスコート
6423 ⻑椅⼦ グランドベンチアルミ背付（エバニュー）EKA659 南山テニスコート
6424 ⻑椅⼦ グランドベンチアルミ背付（エバニュー）EKA659 南山テニスコート
6425 ⻑椅⼦ グランドベンチアルミ背付（エバニュー）EKA659 南山テニスコート
6426 ⻑椅⼦ グランドベンチアルミ背付（エバニュー）EKA659 南山テニスコート

8009535 01-01-02-H28-1-1 / 事務用デスク片袖 片袖机 １−３１２−０２５０ ウチダ 南山テニスコート 事務室
8009536 01-01-02-H28-1-2 / 事務用デスク片袖 片袖机 １−３１２−０２５０ ウチダ 南山テニスコート 事務室
8009538 01-01-02-H28-3-1 / 折りたたみテーブル 片袖机 １−３８５−１１１１ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009539 01-01-02-H28-3-2 / 折りたたみテーブル 片袖机 １−３８５−１１１１ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009540 01-01-02-H28-3-3 / 折りたたみテーブル 片袖机 １−３８５−１１１１ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009541 01-01-02-H28-3-4 / 折りたたみテーブル 片袖机 １−３８５−１１１１ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009630 01-02-01-H28-2-1 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009631 01-02-01-H28-2-2 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009632 01-02-01-H28-2-3 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009633 01-02-01-H28-2-4 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009634 01-02-01-H28-2-5 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009635 01-02-01-H28-2-6 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009636 01-02-01-H28-2-7 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009637 01-02-01-H28-2-8 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009638 01-02-01-H28-2-9 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 控室２
8009639 01-02-01-H28-2-10 / 折りたたみテーブル ⻑卓 １−３８５−１１１３ ウチダ 南山テニスコート 多目的ホール
8009954 01-04-01-H28-1-1 / 事務用チェア 肘掛回転椅⼦ １−３１１−０３１０ ウチダ 南山テニスコート 事務室
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別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

8009955 01-04-01-H28-1-2 / 事務用チェア 肘掛回転椅⼦ １−３１１−０３１０ ウチダ 南山テニスコート 事務室
8010034 01-04-03-H28-1-7 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 1コート
8010035 01-04-03-H28-1-8 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 4コート
8010036 01-04-03-H28-1-9 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 7コート
8010038 01-04-03-H28-1-11 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 4コート
8010039 01-04-03-H28-1-12 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 5コート
8010040 01-04-03-H28-1-13 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 5コート
8010041 01-04-03-H28-1-14 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 7コート
8010042 01-04-03-H28-1-15 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 5コート
8010044 01-04-03-H28-1-17 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 6コート
8010045 01-04-03-H28-1-18 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 3コート
8010046 01-04-03-H28-1-19 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 3コート
8010047 01-04-03-H28-1-20 / コートベンチ ⻑椅⼦ ＹＳ−２０３１ ヤバネ 南山テニスコート 2コート
8010052 01-04-03-H28-2-1 / ベンチ ⻑椅⼦ ＰＥＲ−７８ ライオン 南山テニスコート 女⼦更衣室
8010053 01-04-03-H28-2-2 / ベンチ ⻑椅⼦ ＰＥＲ−７８ ライオン 南山テニスコート 男⼦更衣室
8010054 01-04-03-H28-2-3 / ベンチ ⻑椅⼦ ＰＥＲ−７８ ライオン 南山テニスコート フェンス横
8010338 01-04-05-H28-3 / ロビーチェアー背付(番号4） 折たたみ椅⼦ ６−２１０−１１５５ ウチダ 南山テニスコート 玄関前
8010339 01-04-05-H28-4-1 / ロビーチェアー背なし 折たたみ椅⼦ １−３８４−１４２１ ウチダ 南山テニスコート 控室1
8010340 01-04-05-H28-4-2 / ロビーチェアー背なし 折たたみ椅⼦ １−３８４−１４２１ ウチダ 南山テニスコート 控室1
8010341 01-04-05-H28-4-3 / ロビーチェアー背なし 折たたみ椅⼦ １−３８４−１４２１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
8010342 01-04-05-H28-4-4 / ロビーチェアー背なし 折たたみ椅⼦ １−３８４−１４２１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
8011173 01-04-10-H28-1-1 / ロビーチェアー背付(番号5） その他の椅⼦ ６−２１０−１１３５ ウチダ 南山テニスコート 玄関横
8011174 01-04-10-H28-1-2 / ロビーチェアー背付(番号5） その他の椅⼦ ６−２１０−１１３５ ウチダ 南山テニスコート 玄関横
8011175 01-04-10-H28-2-1 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室２
8011176 01-04-10-H28-2-2 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室２
8011177 01-04-10-H28-2-3 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室２
8011178 01-04-10-H28-2-4 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室２
8011179 01-04-10-H28-2-5 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
8011180 01-04-10-H28-2-6 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
8011181 01-04-10-H28-2-7 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
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別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

8011182 01-04-10-H28-2-8 / ロビーチェアー背付(番号8） その他の椅⼦ １−３８４−１４３１ ウチダ 南山テニスコート 控室１
8011496 01-06-03-H28-20 / 書庫 鉄製金庫、書庫 ３３０Ｎ ライオン 南山テニスコート 事務室
8011509 01-06-04-H28-6 / ロッカー ロッカー Ｎｏ７４Ｎ ライオン 南山テニスコート 作業控室
8011752 01-06-05-H28-1 / キーボックス キーボックス Ｋ４０Ｎ ライオン 南山テニスコート 事務室
8011996 01-08-03-H28-5 / ⿊板(スチール製） ⿊板 スチール製 ライオン
8012008 01-08-03-H28-11 / ⿊板 ⿊板 Ｈ−１１ ライオン 南山テニスコート 事務室前
8012069 01-08-13-H28-1-1 / スモーキングスタンド 灰皿 Ｎｏ１７（５４７−１７） ライオン 南山テニスコート 作業控室
8012070 01-08-13-H28-1-2 / スモーキングスタンド 灰皿 Ｎｏ１７（５４７−１７） ライオン 南山テニスコート 作業控室
8012672 08-07-03-H28-1 / 刈払機 芝刈機 ＳＲＥ３０００ＵＴ 共立 南山テニスコート 倉庫
8012705 08-10-01-H28-4-1 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消火器１０型 ミヤタ 南山テニスコート 事務室前
8012706 08-10-01-H28-4-2 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消火器１０型 ミヤタ 南山テニスコート 入口外 変電設備
8012707 08-10-01-H28-4-3 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消火器１０型 ミヤタ 南山テニスコート 多目的前廊下
8012708 08-10-01-H28-4-4 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消火器１０型 ミヤタ 南山テニスコート 灯油タンク横
8012832 09-03-02-H28-1 / リアカー リヤカー 一般型 カギ型 南山テニスコート アリーナ裏
8012929 11-01-01-H28-3-1 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012930 11-01-01-H28-3-2 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012931 11-01-01-H28-3-3 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012932 11-01-01-H28-3-4 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012933 11-01-01-H28-3-5 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012934 11-01-01-H28-3-6 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8012935 11-01-01-H28-3-7 / テニス得点板 採点板 ＴＮ−１０−３８１１ ＴＮネット 南山テニスコート 控室１
8013045 11-01-05-H28-8-1 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 4コート
8013046 11-01-05-H28-8-2 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート ２コート
8013047 11-01-05-H28-8-3 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 1コート
8013048 11-01-05-H28-8-4 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 5コート
8013050 11-01-05-H28-8-6 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 5コート
8013052 11-01-05-H28-9-1 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 4コート
8013053 11-01-05-H28-9-2 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート ２コート
8013054 11-01-05-H28-9-3 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート ３コート
8013055 11-01-05-H28-9-4 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 6コート
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別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

8013056 11-01-05-H28-9-5 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 7コート
8013057 11-01-05-H28-9-6 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート ７コート
8013058 11-01-05-H28-9-7 / コートブラシアルミ グランドレーキ １８０ＰＨⅡ エバニュー 南山テニスコート 3コート
8013861 11-04-04-H28-2-2 / 軟式テニスネット ネット １１４００Ｋ アシックス 南山テニスコート 4コート
8013862 11-04-04-H28-2-3 / 軟式テニスネット ネット １１４００Ｋ アシックス 南山テニスコート 5コート
8014024 11-04-10-H28-20-1 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014025 11-04-10-H28-20-2 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014026 11-04-10-H28-20-3 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014027 11-04-10-H28-20-4 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014028 11-04-10-H28-20-5 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014029 11-04-10-H28-20-6 / ボールラック その他の用具 ＹＳ−２１３０ ヤバネ 南山テニスコート 控室２
8014133 11-04-10-H29-1-1 / 移動式テニスカゴ その他の用具 Ｄ−３４９１ ダンノ 南山テニスコート 控室2
8014134 11-04-10-H29-1-2 / 移動式テニスカゴ その他の用具 Ｄ−３４９１ ダンノ 南山テニスコート 控室2
8014135 11-04-10-H29-1-3 / 移動式テニスカゴ その他の用具 Ｄ−３４９１ ダンノ 南山テニスコート 控室2
8014174 11-04-10-H29-12 / コートブラシ その他の用具 ＥＫＥ８８６ エバニュー 南山テニスコート 1コート
8014508 13-01-06-H28-1 / 脚立 脚立 １８０Ｎ ライオン 南山テニスコート 倉庫
8024046 11-04-10-H30-2 / コートブラシ その他の用具 EKE886 エバニュー 南山テニスコート 6コート
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三沢市南山屋外運動場の指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲等は、この基準書の定めるところ

によります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、三沢市南山テニスコート、三沢市南山屋外運動場及び三沢市民運動広場広場指定管理者募

集要項に定めるⅢ（管理運営の条件）の１（管理方針）のほか、次に掲げる管理の基準を遵守して施設の運営

を行うこととします。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

２ 使用期間 

   施設の使用期間は、４月上旬から１１月下旬まで（三沢市南山屋外運動場管理規則（平成２８年三沢市規

則第１９号。以下「規則」という。）第２条の規定による。）。 

 

３ 開設時間 

   午前９時から午後９時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「祝日」という。）の場合は、午前９時から午後５時までとする（規則第４条の規定

による。）。なお、規則第１０条（指定管理者に管理を行わせた場合の休業日及び開設時間）の規定により、

市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ４ 休業日 

   毎月第２火曜日及び第４火曜日とし、当該日が祝日の場合は、その翌日とする（規則第３条の規定によ

る。）。なお、規則第１０条（指定管理者に管理を行わせた場合の休業日及び開設時間）の規定により、市長

の承認を受けて変更ができます。 

 

 ５ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市南山多目的ふれあい広場条例（平成５年三沢市条例第１８号。以下「条例」とい

う。）別表２に定める額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 

 

 ６ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、市条例、施行規則等に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。また、

利用者からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ７ 施設の使用（利用、入館）等 

   使用の許可及び使用の許可にあたって条件を付する場合は、条例第５条の規定に従うこと。 

 

 ８ 施設の使用制限  
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   条例第４条の規定に従うこと。 

 

 ９ 施設の使用条件の変更 

   使用条件を変更し、又はその使用の停止若しくは使用の許可を取り消す場合は、条例第６条の規定に従

うこと。 

 

 １０ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

 常勤  １人 

 非常勤 １人 

 パート １人（月７０時間（８カ月）） 

《現行の人員配置》 

 非常勤 ２人 

 

 １１ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 情報公開について 

   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １３ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １４ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 

災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に
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ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 

 

 １５ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

   三沢市南山多目的ふれあい広場条例（平成５年三沢市条例第１８号） 

   三沢市南山屋外運動場管理規則（平成２８年三沢市規則第１９号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則

第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、専門的知識又

は経験を必要とし、かつ、自らが行う事が困難な一部の業務については、委託することができます。 

 （１）規則第９条に規定する業務（事業）の実施 

   ア 三沢市南山屋外運動場の運営に関する業務（実施方法の詳細は施設運営業務一覧表（別紙２）のとお

り） 

   イ 三沢市南山屋外運動場の管理に関する業務（実施方法の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとお

り） 

 （２）施設の使用許可に関する業務 

   施設使用者に対する案内、使用の受付、使用の許可・不許可、使用調整等に関すること（実施方法の詳細

は施設使用許可に関する業務一覧表（別紙３）のとおり）。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

   指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとおり）。 

    ① 清掃業務 

    ② 機械警備業務 

    ③ 消防保守業務 

    ④ 防火点検業務 

    ⑤ 樹木維持管理業務 

    ⑥ 夜間照明設備保守点検業務 
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 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて 

   ① 施設、設備の修繕について 

    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（１０万円）

の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり５万円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うものと

し、５万円を超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件５万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるもの

とします。 

    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は備品一覧表（別紙５）に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 （５）その他必要と認める業務等 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

   ② 自動販売機の取り扱いについて 

     施設利用者の利便性向上を図るため、必要な自動販売機を設置してください。 

なお、設置に係る行政財産使用料（電気使用料含む）は管理経費に含まれています。 

自動販売機設置業者が行政財産使用料（電気代含む）を負担する場合は、指定管理者の収入となるた 

め、利用料金等収入として報告してください。 

       自動販売機の設置に要する費用は、設置業者もしくは指定管理者の負担とします。 
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 ２ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 

    指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失

物法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取

扱責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったと

きは、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 

 

Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 

   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 個別面接 

   イ 回収箱 

   ウ 郵送 

   エ インターネット 

   オ その他 

 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 
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 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利

用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

    毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 

 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

    指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 

 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね責任分担表（別紙１）のとおりとします。 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（使用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利用

促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生管

理、光熱水費支出等） 

○  

災害時等対応《注１》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 
指定修繕料：１００千円以内 ○  

指定修繕料：１００千円超過  ○ 

施設の整備、改修工事《注２》 (承認を得て可） ○ 

備品 

新規購入 （任意） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注３》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告

する義務を負う。 

《注２》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施

しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 
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《注３》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、

指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表 

№ 業務名 項  目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 施設運営に関する

業務 

総務業務 ・関係団体等との連絡調整 

・事業計画の作成 

・事業報告書の作成 

・館内の安全点検、巡視 

随時  

２ 施設運営に関する

業務 

経理業務 ・出納管理 

・備品の管理 

随時  

３ 施設運営に関する

業務 

窓口業務 ・問合せ対応 

・苦情対応 

随時  
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設使用許可に関する業務一覧表 

項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設使用に関する概略説明 

・ 予約状況管理 

・ 使用の予約受付（使用開始３ヶ月前から） 

 

随時  

使用許可 ・ 使用許可申請書の受理 

・ 使用の許可・不許可 

 

随時  

利用料金収受事務 ・ 納入通知書の発行 

・ 利用料金の受領、 

・ 領収書の発行 

・ 収受簿等の作成、記録、保管 

 

随時 

随時 

 

会議室等の開錠 ・ 使用を許可した会議室等の開錠 

 

  

会議室等の施錠 ・ 使用後の状況確認 

・ 使用後の施錠 

 

  

催事予定表の掲示 ・ 各室への当日の開催予定又は会議名等を掲示 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（１）・（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和４年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 清掃業務 １４９ ・日常清掃 

 

 

 

・特別清掃 

床清掃、木製品及び手すり雑

巾がけ、トイレ清掃、ごみ収

集、その他必要な清掃 

 

機械洗浄、ガラス清掃、照明

機器の清掃等 

 

１回以上／日 

 

 

 

１回以上／年 

 

作業日誌を作

成すること 

２ 機械警備業務 ５９４ 一般回線による機械警

備（無巡回方式） 

作動時間 

警備装置作動開始より警報装 

置作動解除時まで 

毎日  

３ 消防設備保守点検

業務 

７３ 消火器具 

誘導標識 

・機能点検 

 

・総合点検 

消防法及び関係法令等

で定められた回数 

関係法令に定

められた有資

格者を配置す

ること 

４ 防火対象物定期点

検報告業務 

２２  防火対象物定期点検報告書の

作成及び提出 

１回／年  
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５ 樹木維持管理業務 ２０９  ・危険木の除去 

・樹木の剪定 

 

随時  

６ 夜間照明設備保守

点検業務 

０ 照明柱、メンテナンス梯

子 ８基 

照明設備 ６４台 

電撃殺虫器 ８台 

照明制御盤 １面 

照明分電盤 １面 

屋外スピーカー １８

台 

避雷設備 １式 

その他付属設備 １式  

・日常点検 

・保守点検 

 

随時 

３年に１回 

８年度積算 ６６０千

円 

 

 

  



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表

新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細
13 11-01-10-H30-1 / 11-01-10-H30-1 / ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ その他の用具 コーナーフラッグ モルテン CFDX4B 南山屋外運動場

3094 グランドレーキ ランニングマットSW3連 TOEI LIGHT G-1498 南山屋外運動場
4898 芝刈機 肩掛刈払機 DRE2626MSP 南山屋外運動場 器具庫
5598 芝刈機 スナッパー芝刈機 P2187520 南山屋外運動場

8009530 01-01-01-H28-1 / 両袖机 両袖机 ＳＤ−Ｓ２Ｄ コクヨ 南山屋外運動場 事務室
8009583 01-01-03-H28-6 / 机（折りたたみ） 平机 ＨＤ−１５０ 折りたたみ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8009584 01-01-03-H28-7 / 机（HD-1) 平机 ＨＤ−１ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8009666 01-02-01-H28-6 / 会議用テーブル ⻑卓 ＭＣ−１８９０Ｂ ライオン 南山屋外運動場 審判室
8009790 01-02-02-H28-5-1 / ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾛｰｽﾞ) 角卓 Ｍ−３Ｎ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009791 01-02-02-H28-5-2 / ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾛｰｽﾞ) 角卓 Ｍ−３Ｎ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009792 01-02-02-H28-5-3 / ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾛｰｽﾞ) 角卓 Ｍ−３Ｎ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009793 01-02-02-H28-5-4 / ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾛｰｽﾞ) 角卓 Ｍ−３Ｎ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009794 01-02-02-H28-6-1 / テーブル 角卓 ＬＡ−１８４５ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009795 01-02-02-H28-6-2 / テーブル 角卓 ＬＡ−１８４５ ライオン 南山屋外運動場 廊下
8009796 01-02-02-H28-6-3 / テーブル 角卓 ＬＡ−１８４５ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009797 01-02-02-H28-6-4 / テーブル 角卓 ＬＡ−１８４５ ライオン 南山屋外運動場 審判室
8009798 01-02-02-H28-6-5 / テーブル 角卓 ＬＡ−１８４５ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8009911 01-03-08-H28-1 / 診察用寝台 寝台 ４８８３１ ＥＴ−１８０ＮＫ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8009913 01-03-09-H28-1 / 診察用ベット 医療台 ＳＰ−２３０Ｓ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8009993 01-04-01-H28-7 / イス 肘掛回転椅子 ＣＲ−３Ｎ コクヨ 南山屋外運動場 事務室
8010011 01-04-02-H28-4 / 執務用イス(ﾌﾞﾗｳﾝ） 回転椅子 ＣＹ−７１０ＦＢ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8010012 01-04-02-H28-5 / 回転イス 回転椅子 ６８００３ＮＯ５ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8010265 01-04-04-H28-2-1 / イス 肘掛椅子 ＣＲ−２ コクヨ 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8010266 01-04-04-H28-2-2 / イス 肘掛椅子 ＣＲ−２ コクヨ 南山屋外運動場 事務室
8010267 01-04-04-H28-2-3 / イス 肘掛椅子 ＣＲ−２ コクヨ 南山屋外運動場 事務室
8011301 01-04-10-H28-11-1 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011302 01-04-10-H28-11-2 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 審判室
8011303 01-04-10-H28-11-3 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 審判室
8011304 01-04-10-H28-11-4 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011305 01-04-10-H28-11-5 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011306 01-04-10-H28-11-6 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011307 01-04-10-H28-11-7 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 審判室
8011308 01-04-10-H28-11-8 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 審判室

13



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表

新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細
8011309 01-04-10-H28-11-9 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011310 01-04-10-H28-11-10 / 椅子(ﾌﾞﾗｳﾝ) その他の椅子 Ｎｏ８５６Ｈ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011311 01-04-10-H28-13 / 更衣ﾛｯｶｰ その他の椅子 ＫＬ−８０ＴＮ 第一家具 南山屋外運動場 審判室
8011445 01-05-04-H28-1-1 / ｷｯﾁﾝｹｰｽ（ｱｲﾎﾞﾘｰ) かざり⼾棚 ｏｋ．２６Ｎ ライオン 南山屋外運動場 事務室
8011446 01-05-04-H28-1-2 / ｷｯﾁﾝｹｰｽ（ｱｲﾎﾞﾘｰ) かざり⼾棚 ｏｋ．２６Ｎ ライオン 南山屋外運動場 本部室
8011541 01-06-04-H28-12-1 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011542 01-06-04-H28-12-2 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011543 01-06-04-H28-12-3 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011544 01-06-04-H28-12-4 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011545 01-06-04-H28-12-5 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室３
8011546 01-06-04-H28-12-6 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室３
8011547 01-06-04-H28-12-7 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室３
8011548 01-06-04-H28-12-8 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室３
8011549 01-06-04-H28-12-9 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室２
8011550 01-06-04-H28-12-10 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室２
8011551 01-06-04-H28-12-11 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室２
8011552 01-06-04-H28-12-12 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室２
8011553 01-06-04-H28-12-13 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011554 01-06-04-H28-12-14 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011555 01-06-04-H28-12-15 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011556 01-06-04-H28-12-16 / 更衣ﾛｯｶｰ6人用 ロッカー ＬＯＫ−６０Ｎ エーコーヤマダ 南山屋外運動場 更衣室１
8011557 01-06-04-H28-13 / 保管庫 ロッカー ＮＯ３６５Ｈ ライオン 南山屋外運動場 事務室
8011780 01-07-03-H28-1 / ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ 下駄箱 ＳＢ−０９３ＳＮ ライオン 南山屋外運動場 事務室
8011817 01-07-05-H28-1-1 / 清掃用具庫 器具箱 ＮＯ６００Ｎ ライオン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8011818 01-07-05-H28-1-2 / 清掃用具庫 器具箱 ＮＯ６００Ｎ ライオン 南山屋外運動場 廊下
8011925 01-08-01-H28-1-1 / ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 衝立 ４７８０３ ８０−９ＮＢ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8011926 01-08-01-H28-1-2 / ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 衝立 ４７８０３ ８０−９ＮＢ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8011927 01-08-01-H28-1-3 / ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 衝立 ４７８０３ ８０−９ＮＢ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8011969 01-08-02-H28-4 / 傘立て 帽子掛 ＵＡ−３０ ライオン 南山屋外運動場 玄関
8011997 01-08-03-H28-6 / ⾏事予定⿊板 ⿊板 Ｈ−１１Ｓ ライオン 南山屋外運動場 事務室
8011998 01-08-03-H28-7-1 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 更衣室４
8011999 01-08-03-H28-7-2 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 更衣室３
8012000 01-08-03-H28-7-3 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 審判室

14



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表

新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細
8012001 01-08-03-H28-7-4 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 更衣室
8012002 01-08-03-H28-7-5 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012003 01-08-03-H28-7-6 / ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ ⿊板 Ｂ−５７８０Ｓ トウエイライト 南山屋外運動場 更衣室１
8012106 01-08-20-H28-1 / 脱衣かご その他の用品 ４８４９６ １台２段式 ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8012144 01-09-01-H28-1-1 / 開放式石油暖房機 ストーブ ＫＬＲ−１２１０ サンポット 南山屋外運動場 事務室
8012145 01-09-01-H28-1-2 / 開放式石油暖房機 ストーブ ＫＬＲ−１２１０ サンポット 南山屋外運動場 本部室
8012302 02-01-04-H28-1-1 / ﾗｲﾝｽﾞﾏﾝﾌﾗｯｸﾞ 旗 ＦＬＦ２組 モルテン 南山屋外運動場 事務室
8012303 02-01-04-H28-1-2 / ﾗｲﾝｽﾞﾏﾝﾌﾗｯｸﾞ 旗 ＦＬＦ２組 モルテン 南山屋外運動場 事務室
8012319 02-01-08-H29-3 / 防炎カーテン E-5359 カーテン Ｗ３０５０Ｈ１７００ｍｍ スミノエ 南山屋外運動場
8012320 02-01-08-H29-4 / 防炎カーテン E-5359 カーテン Ｗ３０５０Ｈ１７００ｍｍ スミノエ 南山屋外運動場
8012460 04-03-15-H28-1 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計 その他の計器 ＰＧＨ モルテン 南山屋外運動場 事務室
8012465 04-06-01-H28-1-1 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ｽｲﾝﾀﾞﾝﾄﾞ表示盤） 時計 ＳＣＳＤＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012466 04-06-01-H28-1-2 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ｽｲﾝﾀﾞﾝﾄﾞ表示盤） 時計 ＳＣＳＤＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012467 04-06-01-H28-2-1 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ﾃﾞﾗｯｸｽ表示盤） 時計 ＳＣＤＤＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012468 04-06-01-H28-2-2 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ﾃﾞﾗｯｸｽ表示盤） 時計 ＳＣＤＤＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012469 04-06-01-H28-3-1 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ） 時計 ＣＤＷ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012470 04-06-01-H28-3-2 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ） 時計 ＣＤＷ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012471 04-06-01-H28-4-1 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ（操作盤） 時計 ＳＣＢＸＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012472 04-06-01-H28-4-2 / ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾏｰ（操作盤） 時計 ＳＣＢＸＰ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012546 05-04-10-H28-1-1 / ﾓﾙﾃﾝｹｰﾌﾞﾙ その他の機器 ＴＯＰ８０Ｃ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012547 05-04-10-H28-1-2 / ﾓﾙﾃﾝｹｰﾌﾞﾙ その他の機器 ＴＯＰ８０Ｃ モルテン 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012606 06-04-10-H28-3 / 手洗鉢セット 滅菌機 ４８１８１ＢＳ−ＩＮ ヤガミ 南山屋外運動場 医務室
8012675 08-07-03-H28-4 / 刈払機 芝刈機 ＳＲＥ３０００ＵＴ 共立 南山屋外運動場 器具庫
8012727 08-10-01-H28-7-1 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 玄関前
8012728 08-10-01-H28-7-2 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012729 08-10-01-H28-7-3 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 器具庫前
8012730 08-10-01-H28-7-4 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 ガス室前
8012731 08-10-01-H28-7-5 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 南側
8012732 08-10-01-H28-7-6 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 北側
8012733 08-10-01-H28-8 / 消火器 消火器 ＡＢＣ粉末１０型 ミヤタ 南山屋外運動場 設備室
8012818 08-10-07-H28-1 / 担架 救急器具 ＫＪ−０１６ エバニュー 南山屋外運動場 本部室
8012833 09-03-02-H28-2 / ﾘｱｶｰ リヤカー ＫＡ−２４９ エバニュー 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8012838 09-03-03-H28-4 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ運搬車 運搬車 ＫＥ−３９８ エバニュー 南山屋外運動場 器具庫
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8012839 09-03-03-H28-5 / ネコ車 運搬車 トヨダ機工 南山屋外運動場 器具庫
8013032 11-01-04-H28-1 / ﾗｲﾝ引き(小) ライン引器 Ｓ−１９７２ 三和体育 南山屋外運動場 倉庫
8013033 11-01-04-H28-2 / ﾗｲﾝ引き(大) ライン引器 ＫＡ−６１３ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8013035 11-01-04-H28-4 / ラインカ― ライン引器 ＥＫＡ６１６ エバニュー 南山屋外運動場 野球場
8013059 11-01-05-H28-11-1 / ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ グランドレーキ ＫＥ−１６６ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8013060 11-01-05-H28-11-2 / ｺｰﾄﾌﾞﾗｼ グランドレーキ ＫＥ−１６６ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8013067 11-01-10-H28-2 / 朝礼台 その他の用具 アルミ天板 ケイブテクノ 南山屋外運動場 ウォームアップルーム
8013068 11-01-10-H28-4-1 / ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ その他の用具 ＣＦＤＸＢ モルテン 南山屋外運動場 本部室
8013069 11-01-10-H28-4-2 / ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ その他の用具 ＣＦＤＸＢ モルテン 南山屋外運動場 本部室
8013070 11-01-10-H28-5 / ランニングマット3連 その他の用具 Ｂ−３６４４ トウエイ 南山屋外運動場 グラウンド
8013071 11-01-10-H28-6 / コーナーフラッグ その他の用具 ＣＦＤ モルテン 南山屋外運動場 本部室
8013330 11-03-10-H28-1-1 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013331 11-03-10-H28-1-2 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013332 11-03-10-H28-1-3 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013333 11-03-10-H28-1-4 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013334 11-03-10-H28-1-5 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013335 11-03-10-H28-1-6 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013336 11-03-10-H28-1-7 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013337 11-03-10-H28-1-8 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013338 11-03-10-H28-1-9 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013339 11-03-10-H28-1-10 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013340 11-03-10-H28-1-11 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013341 11-03-10-H28-1-12 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013342 11-03-10-H28-1-13 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013343 11-03-10-H28-1-14 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013344 11-03-10-H28-1-15 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013345 11-03-10-H28-1-16 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013346 11-03-10-H28-1-17 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013347 11-03-10-H28-1-18 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013348 11-03-10-H28-1-19 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013349 11-03-10-H28-1-20 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ用ﾍﾟｸﾞ その他の用具 ＫＥ−３８９ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013847 11-04-03-H28-1 / ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ(小学生) サッカーゴール ＫＥ−６５２ エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8013848 11-04-03-H28-2-1 / ホッケーゴールDX サッカーゴール キャスター付き 南山屋外運動場 三沢高校
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8013849 11-04-03-H28-2-2 / ホッケーゴールDX サッカーゴール キャスター付き 南山屋外運動場 三沢高校
8013850 11-04-03-H28-3 / ホッケーゴールネット サッカーゴール 38000×2ｾｯﾄ 南山屋外運動場 三沢高校
8013864 11-04-04-H28-3 / ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ(小学生) ネット ⻲甲形 エバニュー 南山屋外運動場 グラウンド
8014030 11-04-10-H28-21-1 / ｺｰﾅｰﾎﾟｽﾄ その他の用具 ＫＡ−１９８（５⾊組） エバニュー 南山屋外運動場 倉庫（⻘）
8014031 11-04-10-H28-21-2 / ｺｰﾅｰﾎﾟｽﾄ その他の用具 ＫＡ−１９８（５⾊組） エバニュー 南山屋外運動場 倉庫（緑）
8014032 11-04-10-H28-21-3 / ｺｰﾅｰﾎﾟｽﾄ その他の用具 ＫＡ−１９８（５⾊組） エバニュー 南山屋外運動場 倉庫（⻩）
8014033 11-04-10-H28-21-4 / ｺｰﾅｰﾎﾟｽﾄ その他の用具 ＫＡ−１９８（５⾊組） エバニュー 南山屋外運動場 倉庫（白）
8014034 11-04-10-H28-21-5 / ｺｰﾅｰﾎﾟｽﾄ その他の用具 ＫＡ−１９８（５⾊組） エバニュー 南山屋外運動場 倉庫（赤）
8014035 11-04-10-H28-22-1 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014036 11-04-10-H28-22-2 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014037 11-04-10-H28-22-3 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014038 11-04-10-H28-22-4 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014039 11-04-10-H28-22-5 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014040 11-04-10-H28-22-6 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014041 11-04-10-H28-22-7 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014042 11-04-10-H28-22-8 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014043 11-04-10-H28-22-9 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014044 11-04-10-H28-22-10 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014045 11-04-10-H28-22-11 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014046 11-04-10-H28-22-12 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014047 11-04-10-H28-22-13 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014048 11-04-10-H28-22-14 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014049 11-04-10-H28-22-15 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014050 11-04-10-H28-22-16 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014051 11-04-10-H28-22-17 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014052 11-04-10-H28-22-18 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014053 11-04-10-H28-22-19 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014054 11-04-10-H28-22-20 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014055 11-04-10-H28-22-21 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014056 11-04-10-H28-22-22 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014057 11-04-10-H28-22-23 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014058 11-04-10-H28-22-24 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014059 11-04-10-H28-22-25 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
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別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表

新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細
8014060 11-04-10-H28-22-26 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014061 11-04-10-H28-22-27 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014062 11-04-10-H28-22-28 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014063 11-04-10-H28-22-29 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014064 11-04-10-H28-22-30 / ｽﾗｲﾄﾞ式ﾎﾟｽﾄﾊﾞｰ その他の用具 ＫＡ−１６８ ２本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014065 11-04-10-H28-23-1 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014066 11-04-10-H28-23-2 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014067 11-04-10-H28-23-3 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014068 11-04-10-H28-23-4 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014069 11-04-10-H28-23-5 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014070 11-04-10-H28-23-6 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014071 11-04-10-H28-23-7 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014072 11-04-10-H28-23-8 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014073 11-04-10-H28-23-9 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014074 11-04-10-H28-23-10 / ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ その他の用具 ＫＡ−１４６ １０本⼊ エバニュー 南山屋外運動場
8014075 11-04-10-H28-24 / 選手交代用ﾎﾞｰﾄﾞ その他の用具 ＰＣＢ ２枚 モルテン 南山屋外運動場 事務室
8014235 11-05-10-H28-13-1 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014236 11-05-10-H28-13-2 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 器具庫
8014237 11-05-10-H28-13-3 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室４
8014238 11-05-10-H28-13-4 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014239 11-05-10-H28-13-5 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室２
8014240 11-05-10-H28-13-6 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室２
8014241 11-05-10-H28-13-7 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室２
8014242 11-05-10-H28-13-8 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014243 11-05-10-H28-13-9 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014244 11-05-10-H28-13-10 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室４
8014245 11-05-10-H28-13-11 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014246 11-05-10-H28-13-12 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室２
8014247 11-05-10-H28-13-13 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014248 11-05-10-H28-13-14 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 器具庫
8014249 11-05-10-H28-13-15 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014250 11-05-10-H28-13-16 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014251 11-05-10-H28-13-17 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
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別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表

新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細
8014252 11-05-10-H28-13-18 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 器具庫
8014253 11-05-10-H28-13-19 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014254 11-05-10-H28-13-20 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014255 11-05-10-H28-13-21 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室４
8014256 11-05-10-H28-13-22 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室４
8014257 11-05-10-H28-13-23 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014258 11-05-10-H28-13-24 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室４
8014259 11-05-10-H28-13-25 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014260 11-05-10-H28-13-26 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 器具庫
8014261 11-05-10-H28-13-27 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室３
8014262 11-05-10-H28-13-28 / ﾍﾞﾝﾁ その他の用具 ＫＡ−５１２ エバニュー 南山屋外運動場 更衣室１
8014263 11-05-10-H28-14-1 / 選手ﾍﾞﾝﾁ用ｹｰｼﾞ その他の用具 移動式ダックアウト 三英 南山屋外運動場 器具庫
8014264 11-05-10-H28-14-2 / 選手ﾍﾞﾝﾁ用ｹｰｼﾞ その他の用具 移動式ダックアウト 三英 南山屋外運動場 器具庫
8014568 13-01-50-H28-8-1 / 検尺ﾛｰﾌﾟ巻取機 模型 ＫＡ−１９３ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8014569 13-01-50-H28-8-2 / 検尺ﾛｰﾌﾟ巻取機 模型 ＫＡ−１９３ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8014570 13-01-50-H28-9-1 / 検尺ﾛｰﾌﾟ100M 模型 ＫＡ−１９７ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8014571 13-01-50-H28-9-2  / 検尺ロープ100M 模型 ＫＡ−１９７ エバニュー 南山屋外運動場 倉庫
8024044 11-01-04-H30-3 / ラインカー ライン引器 EKA616 エバニュー 南山屋外運動場
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三沢市民運動広場の指定管理者が行う施設の管理の基準及び業務の範囲等は、この基準書の定めるところに

よります。 

 

Ⅰ 管理の基準 

指定管理者は、三沢市南山テニスコート、三沢市南山屋外運動場及び三沢市民運動広場募集要項に定める

Ⅲ（管理運営の条件）の１（管理方針）のほか、次に掲げる管理の基準を遵守して施設の運営を行うこととし

ます。 

 １ 指定期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 ２ 利用期間 

   ４月上旬から１１月中旬まで（三沢市民運動広場管理規則（平成２８年三沢市規則第１８号。以下「規則」

という。）第２条の規定による。）。なお、規則第９条（指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等）の

規定により、市長の承認を受けて変更することができます。 

 

 ３ 休業日 

   毎月第１火曜日及び第３火曜日とし、当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する国民の祝日の場合は、その翌日とする（規則第３条の規定による。）。なお、規則第９条（指定管理

者に管理を行わせた場合の開館時間等）の規定により、市長の承認を受けて変更ができます。 

 

 ４ 利用料金 

   指定管理者は、三沢市民運動広場設置条例（昭和６０年三沢市条例第８号。以下「条例」という。）別表

に定める額の範囲内で、市長の承認を得て定めることができます。 

 

 ５ 施設の利用料金の減免 

   指定管理者は、市条例、施行規則等に規定されている基準により、減免に関する承認を行います。また、

利用者からの減免申請について疑義がある場合は、市と協議することとします。 

   ただし、この基準を満たさない場合であっても利用者の申請に基づいて減免を承認することはできます

が、この場合の減免額については、補填等に関する協議の対象とはしません。 

 

 ６ 施設の使用（利用、入館）等 

   使用の許可及び使用の許可にあたって条件を付する場合は、条例第６条の規定に従うこと。 

 

 ７ 施設の使用制限 

   条例第５条の規定に従うこと。 

 

 ８ 施設の使用条件の変更 

   使用条件を変更し、又はその使用の停止若しくは使用の許可を取り消す場合は、条例第７条の規定に従

うこと。 
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 ９ 管理業務に従事する者の配置基準 

   施設を円滑に管理運営するために必要な人員（及び有資格者）を適正に配置すること。 

《配置基準》 

 非常勤 ２人（８カ月） 

 パート １人（月５０時間（８カ月）） 

《現行の人員配置》 

 非常勤 ２人（８カ月） 

 パート １人（８カ月） 

 

 １０ 個人情報保護制度 

   指定管理者は、三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号）

第１１条に準じて、指定管理に関わる業務を通じて知り得た秘密を、現在及び指定管理を退いた後や離職

した後においても、他に漏らすことや自己の利益のために利用するなど、不当な目的のために使用しては

なりません。発覚した場合は、懲役又は罰金刑に処します。 

   また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び三沢市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和５年三沢市条例第１号）に準じ、管理業務の遂行にあたるときは、情報漏えいの防止、第三

者への情報提供及び目的外使用の禁止など適正管理のための制度やチェック機能を強化した体制づくりを

構築するなど、必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １１ 情報公開について 

   指定管理者は、三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号）第２４条に準じ、管理を行う施設に

関する情報開示の制度や情報提供を行うために必要な措置を講じることを義務付けています。 

 

 １２ 文書等の管理について 

   指定管理者が業務の実施に関して作成した文書その他帳簿書類は、指定期間中は適切に保管・管理する

こととします。 

 

 １３ 災害発生時における対応 

   指定避難所に指定されている施設は、三沢市地域防災計画に基づき災害発生時等に避難所の開設及び運

営を行います。災害の規模や深刻さ等により、指定避難所に指定されていない施設においても、一時的な避

難所として施設を開放（活用）すること等が想定されます。 

災害発生時は避難所の開設・運営に際して、当該施設の被害状況の確認・避難者の誘導・安全確保等に

ついて、市と指定管理者が相互協力するものとします。 

 

 １４ 遵守すべき法令等 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条ほか 

   地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 
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   三沢市民運動広場設置条例（昭和６０年三沢市条例第８号） 

   三沢市民運動広場管理規則（平成２８年三沢市規則第１８号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成１７年三沢市条例第１７号） 

   三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則（平成１７年三沢市規則第２９号） 

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年三沢市条例第１号） 

   三沢市情報公開条例（平成１９年三沢市条例第２号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（令和２年三沢市条例第９号） 

   三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則（令和２年三沢市規則

第６号） 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

   労働基準法（昭和２２年法律第４９号）並びに当該法律に係る労働関係法令 

   その他管理運営に適用される法令 

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務 

 １ 指定管理業務 

指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできませんが、専門的知識又

は経験を必要とし、かつ、自らが行う事が困難な一部の業務については、委託することができます。 

 （１）規則第８条に規定する業務（事業）の実施 

   ア 三沢市民運動広場の運営に関する業務（実施方法の詳細は施設運営業務一覧表（別紙２）のとおり） 

   イ 三沢市民運動広場の管理に関する業務（実施方法の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとおり） 

 （２）施設の使用許可に関する業務 

   施設使用者に対する案内、使用の受付、使用の許可・不許可、使用調整等に関すること（実施方法の詳細

は施設使用許可に関する業務一覧表（別紙３）のとおり）。 

 （３）施設、設備等の維持管理に関する業務 

   指定管理者は、施設、設備等を良好な状態で維持し、事故を未然に防止するための日常点検、法定点検、

定期点検等を行うこと（業務の詳細は施設管理業務一覧表（別紙４）のとおり）。 

    ① 浄化槽清掃維持管理業務 

    ② 消防設備保守点検業務 

    ③ 防火対象物定期点検業務 

    ④ 樹木管理業務 

    ⑤ 電光掲示板保守点検業務 

    ⑥ 除草管理業務 

 （４）施設の修繕及び備品の取扱いについて 

   ① 施設、設備の修繕について 

    ア 維持修繕等の通常修繕については指定管理者の負担とし、修繕計画に基づく大規模改修費、経年

劣化による機器取換等の資本的費用は市の負担において実施するものとします。 

    イ 指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、あらかじめ定められた指定修繕料（１０万円）

の範囲内で、市の承認のもと実施します。 

      なお、一件あたり５万円までの簡易な補修や備品の修理、点検、整備等は指定管理者で行うものと
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し、５万円を超える修繕については市と協議の上実施することとします。 

      ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    ウ 資本的修繕が必要となった場合については、市と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断

し、実施する場合は市において実施するものとします。 

      ただし、市への申し出、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とします。 

    エ 通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの

ある場合は、市は一件５万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができるもの

とします。 

    オ 年度末において残額が生じた場合は、当該年度での精算又は翌年度の指定管理料で調整を行う場

合があります。 

   ② 備品の購入・管理について 

    ア 指定管理者は備品一覧表（別紙５）に掲載する備品について、施設の利用に支障をきたさないよう

に管理すること。 

    イ 指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は市と協議すること。 

    ウ 協議に基づき必要と認めた備品に関しては市の負担とし、その所有権は市に帰属するが、指定管

理者が自らの判断で購入した備品については指定管理者の所有とする。 

   ③ 管理施設・設備・備品等の損傷等について 

     指定管理者の責に帰すべき事由により生じた施設管理・設備の故障・損傷等については、速やかに市

に報告するとともに指定管理者が自らの経費で修繕すること。この場合、修繕に要する経費について

は、指定管理に関する経費には含まれません。 

 （５）その他必要と認める業務等 

   ① 指定期間終了に当たっての事務引継ぎ 

     指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑に施設の管理運営業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

   ② 自動販売機の取り扱いについて 

     施設利用者の利便性向上を図るため、必要な自動販売機を設置してください。 

なお、設置に係る行政財産使用料（電気使用料含む）は管理経費に含まれています。 

自動販売機設置業者が行政財産使用料（電気代含む）を負担する場合は、指定管理者の収入となるた 

め、利用料金等収入として報告してください。 

      自動販売機の設置に要する費用は、設置業者もしくは指定管理者の負担とします。 

 

 ２ 付帯業務 

 （１）遺失物、拾得物の取扱いについて 

    指定管理者は、施設に遺失物及び拾得物の取扱責任者を置き、施設における遺失物及び拾得物を遺失

物法（平成１８年法律第７３号）その他法令等の定めるところにより、適正に処理することとします。取

扱責任者は、拾得者の氏名連絡先等を確認し、警察に届け出をします。また、拾得者から請求があったと

きは、指定管理者の名称その他必要事項を記載した預り書を交付します。 

    なお、指定管理者は、拾得物に関する権利を主張することができません。 
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Ⅲ モニタリング 

   施設の管理について、法令、条例等のほか協定書、基準書等に基づき業務が適正かつ確実に履行されて

いるかどうか、安定かつ継続的な管理が可能な状態であるかを確認するため、モニタリング調査を実施す

ることとします。 

 １ 月次報告書 

   管理業務の実績状況や施設の利用状況等、次に記載する事項について、月次報告書（以下「報告書」とい

う。）として毎月末までに前月の報告書を作成し、提出すること。 

  ① 管理業務の実施状況 

  ② 施設の利用状況 

  ③ 収支報告 

  ④ その他 

   ア 事業報告（事業名、開催日時、開催場所、実施内容、参加者数等） 

   イ 事故、故障等の内容及びその対応 

   ウ 苦情、要望等の内容及びその対応 

 ２ アンケート調査 

   利用者等の意見及び要望を定期的に把握し、管理業務の水準の確保及び向上に資するため、指定期間中

２回以上アンケート調査を実施し、調査結果を報告書として取りまとめ、提出することとします。（アンケ

ートは原則として指定期間開始の翌年度に実施し、その後期間内に再度実施します。毎年度実施してもか

まいません。） 

 （１）調査方法 

   ア 個別面接 

   イ 回収箱 

   ウ 郵送 

   エ インターネット 

   オ その他 

 （２）調査項目 

   ア 施設、設備及び備品の状況 

   イ 施設等の利用条件 

   ウ 事業の内容及び満足度 

   エ 職員の接遇 

   オ その他 

 

 ３ 実地調査 

   管理業務の実施状況を把握することを目的として市が実施する定期実地調査に協力すること。また、利

用者からの苦情、要望等が寄せられた場合に実施する臨時の実地調査についても同様とします。 

 

 ４ 事業報告書等 

 （１）事業報告書 

    毎年度終了後３０日以内に、指定管理業務にかかる事業報告書を作成し、提出すること。 
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 （２）事業計画書及び収支計画書の提出 

    指定管理期間中の次年度の事業計画書及び収支計画書について、事前に市と調整を図った上で作成し、

提出すること。 

 ５ 管理業務の総括評価 

   市及び指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書の内容、利用者アンケート調査及び実地調査の結果を踏

まえ、指定管理者による管理業務が協定書、基準書等に基づき適正かつ確実に履行されたかどうか、安定的

かつ継続的な管理が可能な状態にあるか評価します。 

 

Ⅳ 指定管理者と三沢市の責任分担 

  指定管理者と市の責任分担について、概ね責任分担表（別紙１）のとおりとします。 

 

Ⅴ その他 

  この基準書に定める指定管理者の管理の基準、業務の範囲等の内容及び処理について疑義が生じた場合又

はこの基準書に定めのない事項については別途協議し決定することとします。 
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別紙１（業務基準書Ⅳ） 

 

責 任 分 担 表 

 

項   目 指定管理者 三沢市 

施設の運営 

（使用の許可関連事務、利用調整、指導、警備、苦情対応、利用

促進活動、施設運営に関する総務・経理業務等） 

○  

施設の維持管理 

（清掃、建物施設・設備保守点検、設備等法定点検、安全衛生管

理、光熱水費支出等） 

○  

災害時等対応《注１》 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 
○ （指示等） 

災害復旧工事  ○ 

施設、設備等の修繕 
指定修繕料：１００千円以内 ○  

指定修繕料：１００千円超過  ○ 

施設の整備、改修工事《注２》 (承認を得て可） ○ 

備品 

新規購入 （任意） ○ 

更新  ○ 

修繕（指定修繕） ○  

使用者の損害（被災）に対する

賠償責任《注３》 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

施設、設備等の損傷の回復 

管理瑕疵によるもの ○  

管理瑕疵によらないもの  ○ 

防火管理責任者の選任、届出 ○  

包括的管理責任  ○ 

 

《注１》 指定管理者は、使用者の被災に対する第一次的責任を有し、施設又は使用者に損害（被災）があっ

た場合は、迅速かつ適切に対応し、被害の拡大防止に努めるとともに、直ちに市（主管課）に報告

する義務を負う。 

《注２》 指定管理者が建物、設備等の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる小規模改修等を実施

しようとする場合は、事前に市の承諾を得ること。なお、当該改修等による資産価値の増加につい

ては、市に帰属するものとする。 

《注３》 施設内での事故等により使用者が損害を受けた場合、施設の瑕疵に起因する賠償責任は、市が負い、
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指定管理者の管理上の瑕疵に起因する賠償責任は指定管理者が負うこととなるが、指定管理者は市

が加入している「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなさるため、市の責任と同様に当

該保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う「自主事業」は対象外。 

注） 

① 市は「全国町村会総合賠償補償保険」に引き続き加入する。 

（参考） 現在市が加入している施設の賠償補償保険の内容と限度額 

・身体賠償 １名につき２億円 １事故につき２０億円 

・財物賠償 １事故につき２千万円 

② 「全国町村会総合賠償補償保険」の対象とならない部分に対して別途保険に加入する場合は、

一部例外を除き指定管理者がその費用を負担することとなるため、市と協議すること。 
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別紙２（業務基準書Ⅱ－１－（１）） 

 

施設運営業務一覧表 

№ 業務名 項  目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 施設運営に関す

る業務 

総務業務 ・関係団体等との連絡調整 

・事業計画の作成 

・事業報告書の作成 

・館内の安全点検、巡視 

随時  

２ 施設運営に関す

る業務 

経理業務 ・出納管理 

・備品の管理 

随時  

３ 施設運営に関す

る業務 

窓口業務 ・問合せ対応 

・苦情対応 

随時  
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別紙３（業務基準書Ⅱ－１－（２）） 

 

施設使用許可に関する業務一覧表 

項 目 業務の内容 頻度 留意事項等 

申請受付 ・ 施設使用に関する概略説明 

・ 予約状況管理 

・ 使用の予約受付（使用開始３ヶ月前から） 

 

随時  

使用許可 ・ 使用許可申請書の受理 

・ 使用の許可・不許可 

 

随時  

利用料金収受事務 ・ 納入通知書の発行 

・ 利用料金の受領、 

・ 領収書の発行 

・ 収受簿等の作成、記録、保管 

 

随時 

随時 

 

会議室等の開錠 ・ 使用を許可した会議室等の開錠 

 

  

会議室等の施錠 ・ 使用後の状況確認 

・ 使用後の施錠 

 

  

催事予定表の掲示 ・ 各室への当日の開催予定又は会議名等を掲示 

 

  

注）項目の設定、業務の内容、頻度、留意事項等は各施設の実態を踏まえて作成すること。 
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別紙４（業務基準書Ⅱ－１－（１）・（３）） 

 

施設管理業務一覧表 

№ 業務名 
令和４年度決算額 

（千円） 
項 目 業務内容・仕様等 条件・頻度等 備考 

１ 浄化槽清掃維持管

理業務 

４６８ ２０人槽（クラブハウ

ス） 

・保守点検 

 

・清掃 

１回以上／月 

 

１回以上／年 

 

２ 消防設備保守点検

業務 

４４ ・消火器具 

・蓄電池設備 

・自動火災報知設備 

・非常用放送設備 

・誘導灯 

・配線 

・機能点検 

 

・総合点検 

消防法及び関係法規で定め

られた回数 

 

３ 防火対象物定期点

検報告業務 

１９  防火対象物定期点検報告書の

作成及び提出 

１回／年  

４ 樹木維持管理業務 ２０９  ・危険木の除去 

・樹木の剪定 

随時  

５ 電光掲示板保守点

検業務 

０ ・ＬＥＤ表示ユニット 

・分電盤 

・操作卓 

・時計操作 

・点検清掃 

・部品交換 

・連動試験 

・操作試験 

１回／年 

積算額 ６６０千円 

 

６ 除草管理業務 ０ 野球場外周法面 

（約 3,000 ㎡） 

雑草の刈払い ４回以上／年 

積算額 ４６６千円 

 

 



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

2 11-01-05-H30-3-1  / コートブラシ グランドレーキ コートブラシ カネヤ K-2023L 市⺠運動広場 3塁倉庫
3 11-01-05-H30-3-2 / コートブラシ グランドレーキ コートブラシ カネヤ K-2023L 市⺠運動広場 3塁倉庫
4 11-01-05-H30-3-3  / コートブラシ グランドレーキ コートブラシ カネヤ K-2023L 市⺠運動広場 グラウンド

11 11-01-05-H30-2-1 / コートブラシ グランドレーキ コートブラシ カネヤ K-2021S 市⺠運動広場 1塁倉庫
12 11-01-05-H30-2-2  / コートブラシ グランドレーキ コートブラシ カネヤ K-2021S 市⺠運動広場 3塁倉庫
24 11-01-05-H30-1-1  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
25 11-01-05-H30-1-2  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
26 11-01-05-H30-1-3  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
27 11-01-05-H30-1-4  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
28 11-01-05-H30-1-5  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
29 11-01-05-H30-1-6  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
30 11-01-05-H30-1-7  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
31 11-01-05-H30-1-8  / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
32 11-01-05-H30-1-9 / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
33 11-01-05-H30-1-10 / グラウンドレーキ グランドレーキ グラウンドレーキ エバニュー EKA217 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）

3143 芝刈機 シング―芝刈機 SC500HW 市⺠運動広場 ⾞庫
4901 芝刈機 肩掛刈払機 DRE2626MSP 市⺠運動広場
5605 乗用芝刈機 クボタ 乗用モーアT1880-J2 市⺠運動広場
6295 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6296 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6297 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6298 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6299 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6300 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6301 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6302 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6303 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
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6304 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6305 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6306 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6307 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6308 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6309 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6310 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6311 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6312 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6313 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6314 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6315 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6316 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6317 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6318 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6319 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6320 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6321 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6322 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6323 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場
6324 折たたみ椅子 TOKIO パイプ椅子 CF-300M-BR ブラウン ウレタンレザー張 市⺠運動広場

8009543 01-01-02-H28-5-1 / 管理室机 片袖机 ＳＤ５０１ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8009544 01-01-02-H28-5-2 / 管理室机 片袖机 ＳＤ５０１ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8010268 01-04-05-H28-1-1 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010269 01-04-05-H28-1-2 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010270 01-04-05-H28-1-3 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010271 01-04-05-H28-1-4 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
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8010272 01-04-05-H28-1-5 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010273 01-04-05-H28-1-6 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010274 01-04-05-H28-1-7 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010275 01-04-05-H28-1-8 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010276 01-04-05-H28-1-9 /  控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010277 01-04-05-H28-1-10 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8010278 01-04-05-H28-2-1 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010279 01-04-05-H28-2-2 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010280 01-04-05-H28-2-3 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010281 01-04-05-H28-2-4 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010282 01-04-05-H28-2-5 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010283 01-04-05-H28-2-6 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010284 01-04-05-H28-2-7 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010285 01-04-05-H28-2-8 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010286 01-04-05-H28-2-9 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010287 01-04-05-H28-2-10 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010288 01-04-05-H28-2-11 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010289 01-04-05-H28-2-12 / 本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010290 01-04-05-H28-2-13 / 本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010291 01-04-05-H28-2-14 / 本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010292 01-04-05-H28-2-15 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010293 01-04-05-H28-2-16 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010294 01-04-05-H28-2-17 / 本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010295 01-04-05-H28-2-18 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010296 01-04-05-H28-2-19 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010297 01-04-05-H28-2-20 /  本部用椅子 折たたみ椅子 ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010298 01-04-05-H28-2-21 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ

14



別紙5（業務基準書Ⅱ-１） 備品一覧表
新備品番号 旧備品番号・旧品名 新品名 品質規格 所在詳細

8010299 01-04-05-H28-2-22 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010300 01-04-05-H28-2-23 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010301 01-04-05-H28-2-24 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010302 01-04-05-H28-2-25 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010303 01-04-05-H28-2-26 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010304 01-04-05-H28-2-27 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010305 01-04-05-H28-2-28 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010306 01-04-05-H28-2-29 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010307 01-04-05-H28-2-30 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010308 01-04-05-H28-2-31 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010309 01-04-05-H28-2-32 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010310 01-04-05-H28-2-33 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010311 01-04-05-H28-2-34 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010312 01-04-05-H28-2-35 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010313 01-04-05-H28-2-36 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010314 01-04-05-H28-2-37 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010315 01-04-05-H28-2-38 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010316 01-04-05-H28-2-39 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010317 01-04-05-H28-2-40 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010318 01-04-05-H28-2-41 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010319 01-04-05-H28-2-42 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010320 01-04-05-H28-2-43 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010321 01-04-05-H28-2-44 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010322 01-04-05-H28-2-45 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010323 01-04-05-H28-2-46 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010324 01-04-05-H28-2-47 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010325 01-04-05-H28-2-48 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
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8010326 01-04-05-H28-2-49 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010327 01-04-05-H28-2-50 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010328 01-04-05-H28-2-51 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010329 01-04-05-H28-2-52 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010330 01-04-05-H28-2-53 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010331 01-04-05-H28-2-54 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010332 01-04-05-H28-2-55 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010333 01-04-05-H28-2-56 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010334 01-04-05-H28-2-57 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010335 01-04-05-H28-2-58 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010336 01-04-05-H28-2-59 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8010337 01-04-05-H28-2-60 / 控室用椅子 折たたみ椅子 Ｅ６１８−ＢＲ ナイキ 市⺠運動広場 選⼿控室Ｂ
8011450 01-05-10-H28-1-1 / ヘルメットスタンド その他の棚   市⺠運動広場 倉庫(三塁側)
8011451 01-05-10-H28-1-2 / ヘルメットスタンド その他の棚   市⺠運動広場 倉庫(一塁側)
8011486 01-06-03-H28-14 / 書庫 鉄製金庫、書庫 Ｋ３６６ ナイキ 市⺠運動広場 管理棟受付
8011487 01-06-03-H28-15 / 書庫（ロッカー） 鉄製金庫、書庫 Ｋ３６７ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8011501 01-06-04-H28-1 / コインロッカー ロッカー ＬＬ−１０ ナイキ 市⺠運動広場 廊下
8011502 01-06-04-H28-2 / 清掃用具入 ロッカー ＣＰ−４ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
8011503 01-06-04-H28-3-1 / コインロッカー ロッカー ＳＣ−２５１０（103000） 市⺠運動広場 男子更⾐室
8011504 01-06-04-H28-3-2 / コインロッカー ロッカー ＳＣ−２５１０（103000） 市⺠運動広場 男子更⾐室
8011505 01-06-04-H28-3-3 / コインロッカー ロッカー ＳＣ−２５１０（103000） 市⺠運動広場 ⼥子更⾐室
8011506 01-06-04-H28-3-4 / コインロッカー ロッカー ＳＣ−２５１０（103000） 市⺠運動広場 ⼥子更⾐室
8011507 01-06-04-H28-4 / 清掃用具入ロッカー ロッカー ＣＳ バンラック 市⺠運動広場 事務室
8011768 01-06-06-H28-3 / レターケース レターケース Ｎｏ．４０７ ライオン 市⺠運動広場 給湯室
8012004 01-08-03-H28-8 / 吊掛⿊板 ⿊板 ＢＢ，１１１ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8012005 01-08-03-H28-9-1 / ⿊板 ⿊板 ＢＢ４１１ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8012006 01-08-03-H28-9-2 / ⿊板 ⿊板 ＢＢ４１１ ナイキ 市⺠運動広場 ミーティング室
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8012007 01-08-03-H28-10 / 月行事予定表 ⿊板 ＢＢ２０１ ナイキ 市⺠運動広場 事務室
8012146 01-09-01-H28-2 / ストーブ ストーブ ＲＣＡ−３７ トヨ 市⺠運動広場 ミーティング室
8012147 01-09-01-H28-3 / コロナ石油ファンヒーター ストーブ ＦＨ−ＷＸ５７１３ＢＹ コロナ 市⺠運動広場 事務室
8012304 02-01-04-H28-2 / 国旗 旗 天笠１７０×２５５ 市⺠運動広場
8012305 02-01-04-H28-3 / 市旗 旗 綿バン天１７０×２５５ 市⺠運動広場
8012318 02-01-08-H29-2 / 防炎カーテン カーテン Ｗ２２００Ｈ１５７０ｍｍ スミノエ 市⺠運動広場
8012414 02-03-02-H28-1 / 救急用マットレス マットレス １４４７ 日医 市⺠運動広場 選⼿用控えＡ
8012418 02-03-10-H28-1 / 救急用ベット その他の用具 １４０４ 日医 市⺠運動広場 選⼿用控えＡ
8012427 03-01-06-H28-1 / 電動削器 電動鉛筆削機 ＺＳ−１０ 市⺠運動広場 給湯室
8012457 04-03-04-H28-3 / 巻尺 距離計 ２ＲＡ−２１０ １００ｍ ミズノ 市⺠運動広場 審判休憩室
8012545 05-04-03-H28-1 / FAX インターホン ＫＸ−ＰＷ６０１ＤＬ−Ｗ パナソニック 市⺠運動広場 事務室
8012676 08-07-03-H28-5 / 刈払機 芝刈機 ＳＲＥ３０００ＵＴ 共立 市⺠運動広場 ⾞庫
8012686 08-09-01-H28-1 / 噴霧器 噴霧器 ＧＳＨ−７５０ 市⺠運動広場 アリーナ
8012734 08-10-01-H28-9-1 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 バックネット
8012735 08-10-01-H28-9-2 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 バックネット(三塁側)
8012736 08-10-01-H28-9-3 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 観客席(一塁側)
8012737 08-10-01-H28-9-4 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 観客席(三塁側)
8012738 08-10-01-H28-9-5 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 選⼿控室Ａ入⼝
8012739 08-10-01-H28-9-6 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 男子トイレ前
8012740 08-10-01-H28-9-7 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 三塁側
8012741 08-10-01-H28-9-8 / 消火器用ライブスタンド 消火器 粉末加圧式 市⺠運動広場 一塁側
8012742 08-10-01-H28-10-1 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 男子トイレ前
8012743 08-10-01-H28-10-2 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 選⼿控室前
8012744 08-10-01-H28-10-3 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 審判休憩室
8012745 08-10-01-H28-10-4 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 三塁側
8012746 08-10-01-H28-10-5 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 審判休憩室
8012747 08-10-01-H28-10-6 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 審判休憩室
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8012748 08-10-01-H28-10-7 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 審判休憩室
8012749 08-10-01-H28-10-8 / 消火器 消火器 ＡＢＣ消化器１０型 ミヤタ 市⺠運動広場 一塁側
8012834 09-03-02-H28-3 / リヤカー リヤカー   市⺠運動広場 ⾞庫
8013037 11-01-04-H28-6 / ラインカ― ライン引器 ＥＫＡ０２０ エバニュー 市⺠運動広場 管理棟倉庫
8013038 11-01-04-H28-7 / ラインカ― ライン引器 ＥＫＡ０２０ エバニュー 市⺠運動広場 管理棟倉庫
8013061 11-01-05-H28-12-1 / コート用ブラシ グランドレーキ ＹＳ−２３０９ ヤバネ 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
8013062 11-01-05-H28-12-2 / コート用ブラシ グランドレーキ ＹＳ−２３０９ ヤバネ 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
8013063 11-01-05-H28-12-3 / コート用ブラシ グランドレーキ ＹＳ−２３０９ ヤバネ 市⺠運動広場 倉庫（一塁側）
8013064 11-01-05-H28-13 / コートローラー グランドレーキ ＹＳ−２３２４ ヤバネ 市⺠運動広場 倉庫
8013385 11-04-01-H28-1 / バッティングケージ 防球ネット Ｈ−７４３２ トーエイライト 市⺠運動広場 管理棟
8013386 11-04-01-H28-2 / ピッチングケージ 防球ネット ２ＺＡ−５４３（Ｌ型） ミズノ 市⺠運動広場 倉庫前
8013951 11-04-07-H28-1 / 野球用ホームベース ベース ＹＳ−４６０７ ヤバネ 市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8013952 11-04-07-H28-2 / ソフト用塁ベース ベース ＳＫ−９ＢＳ ＳＳＫ 市⺠運動広場
8013953 11-04-07-H28-3 / ホームベース ベース Ｓ−ＹＨＳ８０ ＳＳＫ 市⺠運動広場
8013954 11-04-07-H28-4 / 野球用ベース ベース ２ＡＲ−１２０ ミズノ 市⺠運動広場
8013955 11-04-07-H28-5 / 野球ベース ベース   市⺠運動広場
8013956 11-04-07-H28-6 / ホームベース ベース ２ＡＲ−１６６ ミズノ 市⺠運動広場
8013957 11-04-07-H28-7-1 / 野球用ベース一式 ベース 固定器具 ローリング、ザメックス 市⺠運動広場 審判休憩室
8013958 11-04-07-H28-7-2 / 野球用ベース一式 ベース 固定器具 ローリング、ザメックス 市⺠運動広場 審判休憩室
8013959 11-04-07-H28-7-3 / 野球用ベース一式 ベース 固定器具 ローリング、ザメックス 市⺠運動広場 審判休憩室
8013960 11-04-07-H28-7-4 / 野球用ベース一式 ベース 固定器具 ローリング、ザメックス 市⺠運動広場 審判休憩室
8013961 11-04-07-H29-1 / ホームベース ベース Ｓ−４６０８ ＳＡＮＷＡ 市⺠運動広場 グラウンド
8013962 11-04-07-H29-2 / 塁ベース上金具 ベース ２ＺＡ３６７ ＭＩＺＵＮＯ 市⺠運動広場 グラウンド
8013963 11-04-07-H29-3 / 塁ベース ベース １６ＪＡＢ１１０００ ＭＩＺＵＮＯ 市⺠運動広場 審判休憩室
8013964 11-04-07-H29-4 / ピッチャープレート ベース Ｓ−４６２７ ＳＡＮＷＡ 市⺠運動広場 グラウンド
8014076 11-04-10-H28-26 / バッターボックス型枠 その他の用具   市⺠運動広場 管理棟倉庫
8014077 11-04-10-H28-27 / ボックスカー その他の用具 ＹＳ−１９６ ヤバネ 市⺠運動広場 管理棟倉庫
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8014078 11-04-10-H28-28-1 / 野球スコアーラック その他の用具 ＹＳ−４１１４ ヤバネ 市⺠運動広場 審判休憩室
8014079 11-04-10-H28-28-3 / 野球スコアーラック その他の用具 ＹＳ−４１１４ ヤバネ 市⺠運動広場 審判休憩室
8014080 11-04-10-H28-29-1 / バットスタンド その他の用具   市⺠運動広場 ⼥子更⾐室
8014081 11-04-10-H28-29-2 / バットスタンド その他の用具   市⺠運動広場 ⼥子更⾐室
8014316 11-05-10-H28-54 / ライン引きラック その他の用具   市⺠運動広場 倉庫(一塁側)
8014548 13-01-50-H28-1-1 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014549 13-01-50-H28-1-2 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014550 13-01-50-H28-1-3 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014551 13-01-50-H28-1-4 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014552 13-01-50-H28-1-5 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014553 13-01-50-H28-1-6 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014554 13-01-50-H28-1-7 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014555 13-01-50-H28-1-8 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014556 13-01-50-H28-1-9 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014557 13-01-50-H28-1-10 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014558 13-01-50-H28-1-11 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014559 13-01-50-H28-1-12 / ごみかご 模型 ＴＤ１０５ ナイキ 市⺠運動広場 倉庫（三塁側）
8014560 13-01-50-H28-2 / つい立 模型 １６１１ 日医 市⺠運動広場 選⼿用控室А
8014561 13-01-50-H28-3 / ラインカーラック 模型 ＹＳ−１９８８ ヤバネ 市⺠運動広場 管理棟倉庫
8014562 13-01-50-H28-4 / 間尺巻取器 模型 ＹＳ−１８３９ ヤバネ 市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8014563 13-01-50-H28-5-1 / 散水用ノズル 模型   市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8014564 13-01-50-H28-5-2 / 散水用ノズル 模型   市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8014565 13-01-50-H28-6-1 / 放水用ノズル 模型   市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8014566 13-01-50-H28-6-2 / 放水用ノズル 模型   市⺠運動広場 選⼿用控室Ａ
8014567 13-01-50-H28-7 / スプリンクラー 一式 模型 スプリンクラー カクダイ 市⺠運動広場 器具庫
8024002 05-04-01-H30-1 / パーソナルファックス 電話機 KY-PD615DL-W Ｐａｎａｓｏｎｉｃ 市⺠運動広場 事務室
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